
「地方公共団体におけるフレックスタイム制の運用について（通知）」（新旧対照表） 

改正後 改正前 

１ 対象職員 

原則として全ての職員が対象となること。 

ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）（以下「条例（案）」

という。）第４条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によっ

て勤務する必要のある職員に加え、人事委員会規則で定める職員について

は適用しないこと。〈条例(案)第３条第３項〉 

 

２ 勤務時間の割振り等の方法及び基準 

 

(1) 任命権者は、対象職員があらかじめ行う申告を経て、週休日のほかに

当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間

を割り振ること。〈条例（案）第３条第３項〉 

(2) 勤務時間の割振り等（勤務時間を割り振らない日の設定又は勤務時間

の割振りをいう。以下同じ。）を行う場合には、当該職員の申告を考慮

しつつ、次に掲げる基準に適合するように行うこと。〈人事院規則 15－

14（以下「人規」という。）第３条第１項前段〉 

 (ｱ) 単位期間をその初日から１週間ごとに区分した各期間（以下「区

分期間」という。）ごとにつき１日を限度として、勤務時間を割り振

らない日を設けることができること。〈人規第３条第１項第１号〉 

（削除）※同様の内容を(5)に記載 

 

 

 

 

 

 

１ 対象職員 

原則として全ての職員が対象となること。 

ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）（以下「条例（案）」

という。）第４条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によっ

て勤務する必要のある職員に加え、人事委員会規則で定める職員について

は適用しないこと。〈条例(案)第３条第３項〉 

 

２ 勤務時間の割振りの方法及び基準 

〔１〕一般的な職員（〔２〕又は〔３〕の職員を除く職員）の取扱い 

(1) 任命権者は、対象職員があらかじめ行う始業及び終業の時刻につい

ての申告を経て当該職員の勤務時間を割り振ること。〈条例（案）第

３条第３項〉 

① 当該職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ること。〈人事院規

則１５－１４（以下「人規」という。）第４条第２項第１号〉 

 

 

（新設） 

 

 

② 当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障

が生ずると認める場合には、別に人事委員会の定めるところにより

勤務時間を割り振ることができること。〈人規第４条第２項第１号〉 

(ｱ) 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日につい

ては、延長後の勤務時間が７時間４５分を超えないようにし、申

告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、

短縮後の勤務時間が７時間４５分を下回らないようにすること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）※同様の内容を(3)に記載 

 

 

(ｲ) 一日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命権者があらかじ

め定める時間以上の勤務時間を割り振ること。また、区分期間（勤務

時間を割り振らない日を含む区分期間を除く。）ごとにつき１日を限

度として職員が指定する日（以下「特例対象日」という。）について

は、任命権者があらかじめ定める時間未満の勤務時間を割り振ること

ができること。〈人規第３条第１項第２号〉 

(ｳ) 休日等（条例（案）第 11 条に規定する祝日法による休日及び年末

年始の休日その他人事委員会の定める日をいう。）については、７時

間 45分の勤務時間を割り振ること。〈人規第３条第１項第３号〉 

 

(ｴ) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までの間において、

休憩時間を除いて連続するように、一日につき２時間以上４時間以下

の範囲内で任命権者があらかじめ定める時間帯（以下「コアタイム」

という。）に、職員に共通して勤務時間を割り振ること。ただし、特

例対象日については、この限りでないこと。〈人規第３条第１項第４

号〉 

(ｵ) 始業の時刻は午前５時以降に、終業の時刻は午後 10 時以前に設定

〈平成６年７月２７日職職－３２８。（以下「通知」という。）

第３－１３（１）〉 

(ｲ) 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間（地方

公共団体が職員が勤務する公署の職員の勤務時間帯等を考慮し

て、７時間４５分となるように定める標準的な１日の勤務時間を

いう。以下同じ。）の始まる時刻のいずれか早い時刻以後に設定

し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻又は標準勤務時

間の終わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定すること。〈通知

第３－１３（２）〉 

(2) ４週間ごとの期間について、１週間当たりの勤務時間が３８時間４

５分となるように割り振ること。〈条例（案）第３条第３項、人規第

４条の２〉 

(3) 勤務時間は、１日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命権者

があらかじめ定める時間以上とすること。また、単位期間をその初日

から１週間ごとに区分した各期間（以下「区分期間」という。）ごと

につき１日を限度として任命権者があらかじめ定める時間未満とす

ることができること。〈人規第３条第１項第１号〉 

 

(4) 休日等（条例（案）第１１条に規定する祝日法による休日及び年末

年始の休日その他人事委員会の定める日をいう。以下同じ。）の勤務

時間は、７時間４５分とすること。〈人規第３条第１項第１号イ、通

知第３－１〉 

(5) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までの時間帯にお

いて、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する時間は、

共通する勤務時間とすること。〈人規第３条第１項第２号〉 

 

 

 

(6) 始業の時刻は午前５時以降に、終業の時刻は午後１０時以前に設定



すること。〈人規第３条第１項第５号〉 

(3) 単位期間について、１週間当たりの勤務時間が 38時間 45分となるよ

うに割り振ること。〈条例（案）第３条第３項〉 

(4) 申告及び勤務時間の割振り等は、15分を単位として行うこと。〈平成

６年７月 27日職職―328（以下「通知」という。）第３－１〉 

(5) 勤務時間の割振り等は、単位期間の開始前（勤務時間を割り振らない

日とされた日を勤務日としようとし、又は勤務日とされた日を勤務時間

を割り振らない日としようとする場合はその日前、勤務時間の割振りを

変更する場合は当該変更を行おうとする日の変更前及び変更後の始業

時刻より前）に行うものとすること。ただし、勤務日の始業時刻以後に

業務の状況の変化等の事情が生じた場合において、任命権者が公務の運

営に支障がないと認めるときは、本人による申告を経て、当該勤務日に

ついて将来に向かって勤務時間の割振りを変更することができること。

〈通知第３－２〉 

(6) 職員の申告どおりの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運

営に支障が生ずると認めるときは、別に人事委員会の定めるところによ

り、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができること。〈人

規第３条第１項後段〉 

(ｱ) 申告された勤務時間を割り振らない日を勤務日とする場合又は申

告された勤務時間を延長する場合には、延長後の勤務時間が７時間 45

分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮する場合には、短

縮後の勤務時間が７時間 45 分を下回らないようにすること。〈通知

第３－３(1)〉 

(ｲ) 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間（地方公共

団体が職員が勤務する公署の職員の勤務時間帯等を考慮して、７時間

45分となるように定める標準的な１日の勤務時間をいう。以下同じ。）

の始まる時刻のいずれか早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、

申告された終業の時刻又は標準勤務時間の終わる時刻のいずれか遅

い時刻以前に設定すること。〈通知第３－３(2)〉 

すること。〈人規第３条第１項第３号〉 

（新設）※同様の内容は(2)に記載 

 

(7) 申告及び割振り（割振りの変更を含む。）は、１５分を単位として

行うこと。〈通知第３－１０〉 

(8) 割振りは、単位期間が始まる日の前日までに行うものとすること。

〈通知第３－１２〉 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）※同様の内容は(1)②に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 定年前再任用短時間勤務職員等に７時間 45 分に満たない勤務時間を

割り振ろうとする日については、当該定年前再任用短時間勤務職員等の

業務内容、勤務する公署の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運

営に必要と認められる範囲内に限り、上記(2) (ｲ)及び(ｴ)の基準によら

ないことができること。〈人規第３条第２項、通知第３－５〉 

(8) 職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の

開始までの時間の確保のため、始業の時刻をコアタイムの始まる時刻よ

り後に設定し、又は終業の時刻をコアタイムの終わる時刻より前に設定

する必要がある場合には、必要と認められる範囲内に限り、上記(2)(ｴ)

の基準によらないことができること。〈人規第３条第３項、通知第３－

６(1)〉 

(9) 試験所、研究所に勤務する研究職給料表適用職員等については、公務

の能率の向上に資し、かつ、職員の権衡及び福祉に重大な影響を及ぼす

おそれがないと認める場合には、上記(2)(ｴ)のコアタイムについて、月

曜日から金曜日までのうち１日以上の日とすることができること。〈人

規第３条第４項、通知第３－９(2)〉 

(10) 任命権者は、上記(ｲ)、(ｴ)及び(ｵ)の基準によらないことが、公務能

率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす恐れ

がないと認める場合には、人事委員会と協議して、当該基準について別

段の定めをすることができること。〈人規第３条第４項〉 

 

（削除）※２に統合 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 定年前再任用短時間勤務職員等に７時間４５分に満たない勤務時

間を割り振ろうとする日については、当該短時間勤務職員の業務内

容、勤務する公署の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に

必要と認められる範囲内に限り、(3)及び(5)に定める基準によらない

ことができること。〈人規第３条第３項、通知第３－５〉 

(10) 超過勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐため、始業の時刻をコア

タイムの始まる時刻より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイムの

終わる時刻より前に設定する必要がある場合には、始業又は終業の時

刻の設定に必要と認められる範囲内に限り、(5)に定める基準によら

ないことができること。〈人規第３条第４項、通知第３－６（１）〉 

 

（新設）※同様の内容は〔２〕(1)②に記載 

 

 

 

 

(11) 任命権者は、(3)、(5)及び(6)に定める基準によらないことが、公

務能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼ

す恐れがないと認める場合には、人事委員会と協議して、当該基準に

ついて別段の定めをすることができること。 

 

〔２〕研究職員等の取扱い 

(1) 試験所、研究所に勤務する研究職給料表適用職員等について、職員

の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資

すると認める場合には、〔１〕の(3)又は(5)については、次に掲げる

基準により勤務時間を割り振ることができること。〈人規第３条第２

項第１号〉 

① 勤務時間は、１日につき２時間以上とすること。ただし、休日等

については、７時間４５分とすること。また、区分期間ごとにつき



 

 

※同様の内容を(9)に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）※２に統合 

 

 

 

 

※子の養育又は配偶者等の介護をする職員の範囲について、同様の内容

を３(2)(3)に記載 

 

１日を限度として任命権者があらかじめ定める日については、２時

間未満とすることができること。〈人規第３条第２項第１号イ〉 

② 月曜日から金曜日までの５日間のうち１日以上の日の午前９時

から午後４時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者が

あらかじめ定める連続する時間は、共通する勤務時間とすること。

〈人規第３条第２項第１号ロ〉 

(2) 〔２〕の(1)の場合には、当該職員の申告どおりに勤務時間を割り

振ること。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務

の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事委員会の定めると

ころにより勤務時間を割り振ることができること。 

  この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈人規第４条

第２項第２号、通知第３－１４〉 

① 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日について

は、延長後の勤務時間が７時間４５分を超えないようにし、申告さ

れた勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後

の勤務時間が７時間４５分を下回らないようにすること。〈通知第

３－１４〉 

② 始業の時刻を申告された始業の時刻と標準勤務時間の始まる時

刻との間に設定し、かつ、終業の時刻を申告された終業の時刻と標

準勤務時間の終わる時刻との間に設定すること。〈通知第３－１４〉 

 

〔３〕子の養育又は配偶者等の介護をする職員の取扱い 

 (1) 子の養育又は配偶者等の介護をする職員にあっては、〔１〕の(2)、

(3)、(5)又は(8)については、次に掲げる基準により勤務時間を割り振

り、区分期間ごとにつき１日を限度に週休日を加えて設けることがで

きること。〈条例(案)第３条第４項、人規第４条の３第１項第１号〉 

この場合、「子」とは、小学校就学の始期に達するまでの子又は学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定する学齢児童を

いい、「養育する」とは、職員と法律上の親子関係がある子（養子を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位期間について、同様の内容を３(1)に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同様の内容を３(4)に記載 

 

 

※同様の内容を３(5)に記載 

含む。）を養育することをいう。また、「配偶者等の介護」とは、次

に掲げる者であって職員と同居しているものの介護をいう。〈人規第

４条の５、通知第３－２３及び第３－２４〉 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母 

二 祖父母、孫、兄弟姉妹 

三 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にある

と認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係に

あると認められる者で人事委員会が定めるもの 

① １週間、２週間、３週間又は４週間のうちから職員が選択する

期間について、１週間当たりの勤務時間が３８時間４５分となる

ように割り振ること。〈条例(案)第３条第３項、人規第４条の２〉 

② 勤務時間は、１日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命

権者があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日等に

ついては、７時間４５分とすること。また、区分期間（週休日を

加えて設けた区分期間を除く）ごとに１日を限度として職員があ

らかじめ指定する日（以下「特例対象日」という。）については、

任命権者があらかじめ定める時間未満とすることができること。

〈人規第４条の３第１項第２号〉 

③ 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までの時間帯

において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続す

る時間は、共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日に

ついては、この限りでないこと。〈人規第４条の３第１項第３号〉 

④ 割振りは、単位期間が始まる日の前日までに行うものとするこ

と。〈通知第３－１２〉 

⑤ 申告の事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告を

した職員に対して、証明書類の提出を求めることができること。

〈人規第４条の４第２項〉 

⑥ 子の養育又は配偶者等の介護をする職員に該当しないことと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 用語の定義等 

(1) 「単位期間」は、次の区分に応じた期間とすること。〈人規第４条の

３第１項〉 

一 育児介護等職員以外の職員：４週間 

二 育児介護等職員：１週間、２週間、３週間又は４週間のうちから職

員が選択する期間 

(2) 「育児介護等職員」とは、次のいずれかに該当する職員をいうこと。

〈人規第４条の３第１項第２号〉 

なった場合には、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければ

ならないこと。〈人規第４条の６第１項〉 

(2)〔３〕の(1)の場合には、申告を考慮して週休日を設け、及び勤務時

間を割り振るものとし、当該週休日及び勤務時間の割振りが、できる

限り、申告どおりとなるように努めること。ただし、当該申告どおり

に週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ず

ると認める場合には、別に人事委員会の定めるところにより、週休日

を設け、及び勤務時間を割り振ることができること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈人規第４条

の４第３項、通知第３－２０〉 

① 週休日を勤務日とする日又は申告された勤務時間を延長して

勤務時間を割り振る日については、当該勤務日とする日に割り振

る勤務時間又は延長後の勤務時間が７時間４５分を超えないよ

うにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日に

ついては、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下回らないように

すること。〈通知第３－２０（１）〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始ま

る時刻のいずれか早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、

申告された終業の時刻又は標準勤務時間の終わる時刻のいずれ

か遅い時刻以前に設定すること。〈通知第３－２０(２)〉 

 

（新設） 

※同様の内容は２〔１〕(2)及び〔３〕(1)①に記載 

 

 

 

 

※同様の内容は２〔３〕(1)に記載 

 



一 小学校就学の始期に達するまでの子又は小学校、義務教育学校の前

期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する

職員 

二 要介護者を介護する職員 

三 前各号のほか、これらの職員の状況に類する状況にある職員として

人事委員会が定める職員 

(3) 「要介護者」とは、次に掲げる者（第三号に掲げる者にあっては職員

と同居しているものに限る。）で負傷、疾病又は老齢により２週間以上

の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいうこと。〈一般

職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第 33 号）第

20条第１項、人規第 23条第１項・第２項、通知第 15－４〉 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母 

二 祖父母、孫、兄弟姉妹 

三 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子 

(4) 育児介護等職員として申告した職員について、申告の事由を確認する

必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の

提出を求めることができること。〈人規第４条の２第２項〉 

(5) 育児介護等職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その

旨を任命権者に届け出なければならないこと。〈人規第４条の２第３項〉 

 

４ 勤務時間の割振り等の変更 

(1) 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割

振り等を変更することができること。〈人規第３条の２〉 

一 職員からの勤務時間の割振り等の申告及び休憩時間の申告どおり

に変更するとき 

二 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、変更を行わな

ければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事委

員会の定めるところにより変更するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同様の内容は２〔３〕(1)⑤に記載 

 

 

※同様の内容は２〔３〕(1)⑥に記載 

 

 

３ 勤務時間の割振り後の変更 

(1) 任命権者は、職員から割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻に

ついて変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更する場

合には、割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻を変更することが

できること。〈人規第４条第３項第１号〉 

 

 

 



(2) (1)第二号の場合における勤務時間の割振り等の変更は、２(6)(ｱ)及

び(ｲ)の基準に適合するように行うこと。この場合、勤務時間の割振り等

の変更を行う場合は、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈通知

第３－10〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 休憩時間 

(1) 休憩時間は、労働基準法（昭和 22年法律第 49号。以下「労基法」と

いう。）第 34条第２項の規定により、原則として、フレックスタイム制

を適用しない職員と同一の時間に置くこと。ただし、条例に特別の定め

がある場合は、この限りでないこと。〈条例（案）第６条第３項〉 

(2) ８時間を超える勤務時間を割り振る場合には、労基法第 34条第１項

の規定により、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えな

ければならないこと。 

 

６ 勤務時間の割振り等の職員への通知等 

(1) フレックスタイム制を実施する場合には、労基法第 32 条の２第１項

(2) 任命権者は、勤務時間の割振りの後に生じた事由により、割り振られ

た勤務時間の始業又は終業の時刻によると公務の運営に支障が生ずる

と認める場合には、別に人事委員会の定めるところにより、割り振られ

た勤務時間の始業又は終業の時刻を変更することができること。〈人規

第４条第３項第３号〉 

① 「公務の運営に支障が生ずると認める場合」については、当該勤務

時間の始業又は終業の時刻を変更しなければ公務の運営に著しい支

障が生ずると認める場合に限るものとし、労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）（以下「労基法」という。）第３２条の２第１項の規定

により、あらかじめ部内規定で定めておく必要があること。〈通知第

３－１５〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始まる時

刻のいずれか早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告され

た終業の時刻又は標準勤務 時間の終わる時刻のいずれか遅い時刻

以前に設定すること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈通知第３－

１５〉 

 

４ 休憩時間 

(1) 休憩時間は、労基法第３４条第２項の規定により、原則として、フレ

ックスタイム制を適用しない職員と同一の時間に置くこと。ただし、条

例に特別の定めがある場合は、この限りでないこと。〈条例（案）第６

条第３項〉 

(2) ８時間を超える勤務時間を割り振る場合には、労基法第３４条第１

項の規定により、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に与え

なければならないこと。 

 

５ 勤務時間の割振り等の職員への通知等 

(1) フレックスタイム制を実施する場合には、労基法第３２条の２第１項



の規定により、コアタイム、始業及び終業の時刻を設定することができ

る時間帯、標準勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻、休憩時間その他

必要な事項について部内規定を整備するとともに、これらをあらかじめ

職員に周知すること。 

(2) 任命権者は、フレックスタイム制により勤務時間を割り振らない日を

設け、若しくは勤務時間を割り振り、又は勤務時間の割振り等を変更し

た場合には、職員に対して速やかに、勤務時間を割り振らない日並びに

各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間を通知すること。〈人規第９条

第２項、通知第３－16〉 

 

７ 会計年度任用職員のフレックスタイム制 

(1) 任命権者は、会計年度任用職員（パートタイム会計年度任用職員のほ

か、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計

年度任用職員を除く。）について、会計年度任用職員の申告を考慮して

当該会計年度任用職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障が

ないと認める場合には、会計年度任用職員の申告を経て、単位期間につ

き常勤職員の勤務時間を超えないように当該会計年度任用職員の勤務

時間を定めることができること。〈人事院規則 15－15 第２条第２項、

平成６年７月 27日職職―329第２条関係の４〉 

(2) 勤務時間を定める場合の基準及び手続並びに単位期間については、常

勤職員における勤務時間を割り振らない日の設定又は勤務時間の割振

りの基準及び手続並びに単位期間の例に準じて取り扱うものとするこ

と。〈平成６年７月 27日職職―329第２条関係の４及び５〉 

 

８ その他の留意事項 

(1) フレックスタイム制は、地方公務員法第 58 条第４項の規定により読

み替えて適用する労基法第 32条の２第１項に基づくものであること。 

(2) 地方公共団体の企業職員及び単純労務職員には、労基法第 32 条の３

の規定が適用されることに留意すること。 

の規定により、コアタイム、始業及び終業の時刻を設定することができ

る時間帯、標準勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻、休憩時間その他

必要な事項について部内規定を整備するとともに、これらをあらかじめ

職員に周知すること。 

(2) 任命権者は、フレックスタイム制により週休日を設け、又は勤務時間

を割り振り、若しくは勤務時間の割振りを変更した場合には、職員に対

して速やかに週休日並びに各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間を

通知すること。〈人規第９条第２項、通知第３－２７〉 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他の留意事項 

(1) フレックスタイム制は、地方公務員法第５８条第４項の規定により読

み替えて適用する労基法第３２条の２第１項に基づくものであること。 

(2) 地方公共団体の企業職員及び単純労務職員には、労基法第３２条の３

の規定が適用されることに留意すること。 



 


